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2001 年に WHO が開催した「ユースフレンドリーなヘルス・サービスに関する世界協議」
で出された重要な勧告のひとつは、 青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させるために
各国を支援するツールを開発することであった。

そこで WHO は、各国がヘルス・サービスの品質基準を定義するために使用できるツールの
開発に着手した。

セーブ・ザ・チルドレン ( 英国 ) は、これらのツールの開発に貢献するため、2002 年に 6 ヶ
月間、Siobhan Peattie を WHO に出向させた。彼女は、旧児童青少年保健開発局のスタッ
フと協力して会議を開催し、様々なステークホルダーのアイデアや提案を引き出し、それに
基づいてツールの草稿を作成した。

さらに議論を重ねた結果、ツールを完成させる前に、現実的な検討をする必要があることが
合意された。そして、草稿の段階で支援各国において使用し、その経験をもとに本ツールを
強化することが決定された。2002 年から 2012 年にかけて、このツールは、WHO 加盟国
の全５地域数十か国において、ユースフレンドリーなヘルス・サービスの国家品質基準を策
定するために使用された。WHO 本部のスタッフ (Paul Bloem, Krishna Bose and Jane 
Ferguson) と WHO 地域事務所のスタッフ (Matilde Maddaleno, AMRO; Nagbandja 
Kampatibe, AFRO; Valentina Baltag, EURO; Neena Raina, SEARO; and Patanjali 
Nayar, WPRO) はこのツールを使い、さらなる発展に寄与した。また、世界各国の保健省や
NGO スタッフも同様のことを行った。

これらの経験から得られた主な教訓は、ユースフレンドリーなヘルス・サービスの国家品質
基準を策定するという全体的な目的は変わらないが、その方法は状況によって異なるという
ことであった。これを踏まえ、本ツールをよりコンパクトで柔軟なものにするために、時間
をかけて多くの変更を加えた。Venkatraman Chandra-Mouli 博士が、このツールの開発の
コンセプト段階から完成まで、監督を行った。

世界保健機関（WHO）が 2012 年に以下のタイトルで発行した

"Making health services adolescent friendly: developing national quality standards for adolescent 
friendly health services" 

世界保健機関 (WHO) は、# なんでないのプロジェクトに対し、日本語版の翻訳および出版権を付与した。同プロジェ
クトは、日本語版の品質と忠実性について単独で責任を負う。英語版と日本語版の間に矛盾がある場合、オリジナル
の英語版を拘束力のある正文とする。「ユースフレンドリーなヘルス・サービスの実現 - 青少年にやさしいヘルス・サー
ビスのための国家品質基準の開発」
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Introduction
はじめに

本ガイドブックは、性と生殖に関するヘルス・サービスを含む、青少年が彼らの健康とウェルビーイング ( 幸福 ) を
守り改善するために必要なヘルス・サービスを入手しやすくするための公衆衛生における論理的根拠について述べた
ものである。ここでは「ユースフレンドリーなヘルス・サービス」を質的側面から定義し、青少年に対するヘルス・サー
ビスの提供の質を向上させるための段階的なガイダンスを提供している。また、本ガイダンスは国際的な経験値も参
考にしつつも、国内の疫学的、社会的、文化的、経済的状況に合わせて、適切な基準が満たされているかどうかを評
価するためにどのような行動が必要か特定するためのガイダンスも提供している。

本ガイドブックは、世界保健機関 (WHO) から 2009 年に発行された Quality assessment Guidebook: a guide 
to assessing health services for adolescent clients に付随している。これらふたつのガイドブックは、WHO
の別の出版物、Strengthening the health sector's response to adolescent health and development に示さ
れたような、青少年向けの質の高いヘルス・サービスの適用範囲を標準化し拡大するための一連のツールの一部であ
る。

現在の出版物は、国の公衆衛生プログラム・マネージャーと、それらの仕事を支える組織に属する個人を対象として
いる。その焦点は政府機関で働くマネージャーにあるが、非政府組織 (NGO) や営利部門で働くマネージャーにも同
様に関連したものである。

第一章では、青少年に提供されるヘルス・サービスの質を向上させるために必要な行動の理論的根拠を提示している。
そこでは以下の課題やテーマを扱っている。

• 「青少年」「健康」「ヘルス・サービス」の言葉の意味

• 青少年が健康に成長し発達するために必要なもの

• 青少年の健康と発達のためのヘルス・サービス提供の役割

• 青少年が抱える主な健康問題

• 青少年が健康問題を抱えた際に一般的に助けを求める先

• 青少年が必要なヘルス・サービスを受けるのを困難にする要因

• 青少年が  「フレンドリー ( 親しみやすい )」と認識するヘルス・サービス

• ヘルス・サービスをユースフレンドリーなものにするために現在行われていること
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• （青少年に関連する）ヘルス・サービスの提供と利用を向上するための行動の効果に関するエビデンス ( 科学的根拠 )

• 必要不可欠なヘルス・サービスを青少年に届けるための WHO の推奨事項

第二章では、青少年へのヘルス・サービス提供のための国家レベルの品質基準を開発するための段階的なプロセスに
ついて述べた。次の 5 つのステップのそれぞれの重要性を説明し、それらを実行する方法について説明する。

• 青少年の健康と青少年に対するヘルス・サービス提供の強化についての共通の理解を深める

• 国の HIV および / またはリプロダクティブヘルスの政策と戦略において、青少年へのヘルス・サービス提供のた
めの国の品質基準を策定するための根拠を確立する

• 国の基準を策定する

• 国の品質基準を適用することのプログラム上の影響を調べる

• 品質基準を適用する前に、国レベルで行う必要のある事前準備の概要を説明する

第三章では、ユースフレンドリーなヘルス・サービスの国の品質基準を策定するためのワークショップの準備とその
実施に使用できる以下の資料を提供する。

• ユースフレンドリーなヘルス・サービスに関する国の品質基準を策定するための全国ワークショップの背景報告
の概要

• ユースフレンドリーなヘルス・サービスの国の品質基準を策定するためのワークショップの目的とアジェンダ、
およびワークショップを実施するためのファシリテーターのためのガイド

• ファシリテーターがワークショップの実施に使用するスライドのセット

付録 1 では、質の高いユースフレンドリーなヘルス・サービスの 5 つの要素と、それらに関連する 20 の特徴を列挙
した。

付録 2 では、青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させるために国、地域、地区レベルで取られるべき行動を
列挙している。
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CHAPTER 1
第一章

性と生殖に関する健康サービスを含むヘルス・サービスの提供と青少年による利用を向上するのための質的枠組み

1. 「青少年」とは？

2. 「健康」とは？

3. 青少年が健康に成長し発達するために必要なものとは？

4. 「ヘルス・サービス」とは？

5. 青少年の健康と発達のためのヘルス・サービス提供の役割とは？

6. 青少年が抱える主な健康問題とは？

7. 青少年は、健康問題に直面した時、誰に助けを求めるのか？

8. 青少年が必要なヘルス・サービスを受けるのを困難にする要因とは？

9. 青少年が「フレンドリー ( 親しみやすい )」と認識するヘルス・サービスとは？

10. ヘルス・サービスをユースフレンドリーなものにするために現在行われていることとは？

11.  （青少年に関連する）ヘルス・サービスの提供と利用を向上するための行動の効果に関するエビデンス ( 科学的
根拠 ) とは？

12. 青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させるためにできることとは？

13. 質の高いヘルス・サービスを、必要とするすべての青少年に届けるためにできることとは？

「青少年」とは？
青少年、または人生の最初の 20 年は、個人が重要な身体的および心理的変化を経験する期間である。 それに加え、
社会的な関わり合いや関係性にも大きな変化がある。 これは、決まった一定の期間というわけではなく、個人の人生
における一段階であり、個人が既に子どもではないが、まだ大人でもないという段階を指す 1。

青年期は機会に恵まれる時であると同時に、リスクの時でもある。この間は、健康的な成人期への準備を整え、その
先に横たわる問題に直面する可能性を減らす行動をとるための、絶好のチャンスと言える（例：健康的な食事と運動

1　The health of young people: A challenge and a promise. Genova, World Health Organization, 1993.　

概要
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の習慣による成人期での心血管疾患の予防 ) 同時に、リスクの時でもある。 すなわち、深刻で即刻結果をもたらす健
康上の問題が発生する可能性があり、実際に起きている（交通事故による死亡、無防備な性行為による性行為や計画
外妊娠など）。また、将来、健康に深刻な悪影響を及ぼす可能性のある問題行動（喫煙や飲酒など）が始まる時期で
もある。

青少年は多様なグループである。 たとえば、12 歳の男子は、18 歳の男子とは人間として非常に異なる発達段階に
ある。 同様に、同じ年齢の男子と女子も、明白な身体的違いに加えて、心理的及び社会的観点からも異なっている。 
路上で自活する 12 歳の男子は、思いやりのある経済的にも恵まれた家族のなかで育った同年代の男子とは大きく異
なった成長、発達をしているだろう。 非常によく似た環境で育った、年齢も同じ 2 人の男子でさえ、異なるあり方、
異なる速度で、成長し発達する可能性がある。

「健康」とは？
WHO 憲章は健康を「病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、
すべてが満たされた状態にあること 2（日本 WHO 協会訳）」と定義している。この定義は、病気や病弱でないことと、
ウェルビーイングであることを含んでおり、1948 年に制定された当時と同様に、今日でも妥当なものである。

青少年が健康に成長し発達するために必要なものとは？
1995 年、WHO は、国連児童基金（UNICEF）および国連人口基金（UNFPA）と協力し、青少年の健康と発達に
おける行動のための共通アジェンダに合意した。この共通のアジェンダには、青少年の健康な発達を促進することと、
健康上の問題の発生を予防し、またもしそれが起きた時には対応するという 2 つの目標がある。そして、情報とスキ
ルの提供、安全で協力的な環境の設置、ヘルス・サービスとカウンセリング・サービスの提供を含む、青少年の特別
なニーズと問題に応じて設計された介入パッケージの実施を求めている 3。

有用な例えは、学校に行くため、毎日道路を横断する必要がある 8 歳の少女の話である。どこを見て、何に注意し、
いつ道を渡り、いつ道を渡るべきでないのか、彼女は情報とスキルを必要としている。また、彼女は、横断歩道、機
能する信号機または適切な場所にいる交通監視員、交通規則を尊重するか、そうでない場合は罰せられるドライバー
といった、安全で協力的な環境も必要としている。そして、彼女がつまずいて転んだり、車にぶつけられたりした場
合には、ヘルス・サービスやカウンセリングも必要になるかもしれない。

誰が彼らの健康的な成長と発達を支えるべきなのか？そこにおいてヘルス・ワーカーとヘルス・
サービスが特に貢献できることとは？
多くの個人や機関は、青少年の健康と発達に重要な貢献をしている。同心円上における接触とその影響として考える
とわかりやすい。 その中心には青少年自身が存在する。 日々青少年と接触している、親、兄弟、近親者は、最初の
円を構成する。 2 番目の円には、友人や家族の友人、教師、宗教指導者など、定期的に接触している人々が含まれる。 
3番目の円には、遠くから彼らに多大な影響を与えているミュージシャン、映画スター、スポーツ選手などが含まれる。 
最後の第 4 の円には、政治家、ジャーナリスト、官僚、実業家など、言葉や行動を通じて、大なり小なり彼らの人生
に影響を与える存在がいる。

「ヘルス・サービス」とは？青少年の健康と発達のためにヘルス・サービスの提供が果たす役割
とは？
ヘルス・サービスとは、健康上の問題を予防すること、または健康上の問題を検出し治療することを目的として、ヘ
ルス・ワーカーが患者に提供するサービスを意味する。 一般的に、情報、アドバイス、カウンセリングの提供が含ま
れる。

2　 Constitution of the World Health Organization. Geneva, World Health Organization, 1948. 　 
3　 WHO, UNFPA, UNICEF. Common agenda for action in adolescent health and development. Geneva, World Health Organization, 1997.　 
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上に示したように、ヘルス・ワーカーは青少年の健康と発達に貢献するべき重要な役割を担う人々の一部である。 彼
らには２つの補完的な役割がある。それはサービス・プロバイダーとして、まずは青少年の健康維持を支えること、
そして病気になった青少年を健康な状態に戻す支援をする上での重要な貢献をすることである。

彼らはそれを以下を通じて行う：

•  健康を促進し、健康上の問題や問題行動を防ぐことを目的とした情報、アドバイス、カウンセリングおよび臨床
サービスの提供。

• 健康上の問題と問題行動の診断、検出、マネジメント。 

• 必要に応じて、他の保健および社会福祉のプロバイダーへの紹介。

•  ヘルス・ワーカーには、もう 1 つの重要な役割がある。それは、コミュニティ内の有力者に変化をもたらすこと
である。彼ら ( ヘルス・ワーカー ) はコミュニティにおいて信頼と影響力を持っており、その力は、影響力のあ
るコミュニティのメンバーが青少年の健康を真剣に受け止めるのを助けるために使う必要がある。 彼らは、教育
者、宗教指導者、政治指導者などが、青少年のニーズ 4 とこれらのニーズを満たすために協力する重要性の理解を
促進するという、かけがえのない貢献をすることができる。

青少年の経験する健康問題とは？
多くの青少年は健康な状態で成人期に移行する。そうではない青少年は以下のような健康上の問題 5, 6 に直面する可能
性がある。

• 事故や暴力に起因する怪我

• メンタルヘルスの問題

• 薬物使用に起因する問題

•  性と生殖に関する健康問題（例：若年妊娠、安全でない中絶を含む、妊娠中および出産中の死亡率、HIV を含む
性感染症、女性性器切除などの有害な伝統的慣行、性的行為の強要）

• 栄養不足と栄養過剰に起因する問題

• 風土病（結核やマラリアなど）

これらの健康上の問題のいくつかは、青少年期の間に影響を及ぼす（例 : 自殺や対人暴力、または安全でない中絶の
結果によって引き起こされる死）。その他は個人のその後の人生において影響を及ぼす（例 : 青少年期に始めた喫煙に
起因する肺がん）。

青少年が健康に関連する懸念を持っている、もしくは健康上の問題を経験しているとき、誰に
助けを求めるのか？7 

上に示したように、ほとんどの青少年は健康な状態で成人期に移行する（一方そうでない青少年もいる）。 健康な青
少年は、医療施設を訪れる正当な理由が見当たらないとする傾向がある。( ほとんどの開発途上国では、健康状態を
確認する定期的な検診の仕組みは、5 歳未満の子供と妊婦に限定されている )。 発熱、咳、風邪など、一般的に起こ
りやすい症状で病気になった青少年は、ケアを求めることに躊躇しないかもしれない。 一方で、よりセンシティブな

4　 Programming for adolescent health and development. Report of a WHO/UNFPA/UNICEF study group on programming for adolescent health. 
Geneva, World Health Organization, 1999.

5　  Patton GC, Coffey C, Sawyer SM et al. Global patterns of mortality in young people. A systematic analysis of population data. The Lancet, 2009, 
374: 881–892. 　 

6　 Gore F, Bloem PJN, Patton GC et al. Global burden of disease in young people aged 10—24 years: a systematic analysis. The Lancet, 2011, 377: 
2093–2102. 　 

7　 Barker G, Olukoya A and Aggleton P. Young people, social support and help-seeking. International Journal of Adolescent Medical Health, 2005, 
17, 4:315–336. 　 
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問題の場合には、ケアを求めることにためらいを感じる可能性がある。たとえば、若い女性が月経痛に苦しむ時には、
看護師や医師よりも、母親にアドバイスや助けを求めることを好むかもしれない。

当然のことながら、青少年のヘルスケアを求める行動に影響を与える重要な要因は、ヘルスケアを求める行為が彼ら
を親や保護者とのトラブルに巻き込む可能性があるかどうかである。 多くの文化でそうあるように、社会的規範が婚
前交渉を強く禁じている場合、未婚の青少年は、痛みを伴う性器の潰瘍や計画外妊娠の可能性がある場合でも、ケア
を求めることに慎重になる可能性がある。 彼らは自分で問題に対処したり、秘密を守る上で信頼できる友人や兄弟の
助けを借りて対処したりしようとする。 周囲の人に自分の問題を知られないようにするために、自宅から遠く安全な
距離にある薬局や診療所や、彼らと同じくらい秘密を守るのに熱心なサービスプロバイダー（不法に中絶を行う人な
ど）に頼る傾向がある。

多くの場合、ヘルスケアを求める必要があるかどうか、必要な場合はいつどこで求めるべきかを決定するのは、青少
年を取り巻く大人たちである。 これは一般的に、親に依存しているより若い青少年の場合に当てはまる。 いくつか
の場所では、これは歳を重ねた青少年の場合にも当てはまる。 南アジアのいくつかの国々での研究によれば、妊娠中
および出産時のケアに関する決定は、若い妻ではなく、夫と義理の母親に委ねられている。

必要なヘルス・サービスを入手する上で青少年が直面する障壁とは？
青少年が必要なヘルス・サービスを受ける際に直面する障壁のいくつかは、子どもと大人にも影響を及ぼすが、その
他は青少年に固有のものである。これらの障壁は、ヘルス・サービスの入手可能性、アクセス可能性、受容可能性、
公平性に関連している。

第一に、多くの場所で、緊急避妊や安全な中絶などのヘルス・サービスは、青少年であっても成人であっても、誰も
が入手できない。

第二に、ヘルス・サービスが入手可能な場合でも、青少年はさまざまな理由でそれらにアクセスできない可能性がある。
その理由には、一部の青少年にヘルス・サービスの提供をできなくする制限的な法律や政策 ( 例：未婚の青少年に対
する避妊法の提供 )、青少年がいつどこでヘルス・サービスが提供されているかを知らない、医療機関が彼らの住む
/ 勉強する / 働く場所などから遠くにある、ヘルス・サービスが高額で手の届かないものになっている、などがある。
これはすなわち、ヘルス・サービスが彼らにとってアクセスできないものであることを意味している。

第三に、ヘルス・サービスは、たとえ入手は可能であっても、青少年がそれらを入手したいと思わない方法で提供さ
れていることがある。一般的な理由の 1 つは、自分を知っている人に見られるかもしれない場所に行き、そこで待た
ねばならないことである。そのほかの理由として、ヘルス・ワーカーに叱られるのではないか、難しい質問をされる
のではないか、不快な手続きを踏むのではないか、また、ヘルス・ワーカーが秘密を守らないのではないかといった
不安がある。これはすなわち、ヘルス・サービスが彼らにとって受け入れられない、受容できないものであることを
意味している。

最後に、ヘルス・サービスは、裕福な家庭の青少年など一部の青少年には「フレンドリー」かもしれないが、路上で
生活し働く若者などの他の若者には明らかに「非フレンドリー」になる可能性がある。言い換えれば、それらは入手
可能で、アクセス可能で、受容可能かもしれないが、必ずしも公平とは言えないのである。

若者が思う「フレンドリー」なヘルス・サービスとは？

青少年は多種多様なグループである。期待することや望むことは、当然ながら異なる青少年グループ毎に違う。
しかし興味深いことに、世界の様々な地域における異なる青少年グループであっても、2 つの重要な共通の特徴を特
定している。彼らは敬意を持って扱われ、そして彼らの秘密が確実に守られることを望んでいるのである 8。

8　Adolescent-friendly health services: An agenda for change. Geneva, World Health Organization, 2003. 　 
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ヘルス・サービスをユースフレンドリーなものにするため現在行われていることとは？
これらの障壁を克服し、青少年が必要なヘルス・サービスを受けやすくする必要性に対する認識が高まっている。 多
くの国で以下のことを確実にするための先進的事例が実施されている 9。

• ヘルス・サービス・プロバイダーが、青少年との関わりにおいてノン・ジャッジメンタルで思いやりがあり、 そして、
適切なヘルス・サービスを適切な方法で提供するために必要な能力を持っていること。

• 医療施設が、青少年に必要なヘルス・サービスを提供するための準備をしていること。また、青少年にとって魅
力的で「フレンドリー」であること。

• 青少年が、必要なヘルス・サービスをどこで受けられるかを認識しており、必要なときにはそれが実現可能であ
ると同時に喜んでそうしたいと思えること。

• コミュニティの人々が、様々な青少年グループにおけるヘルス・サービスのニーズを認識しており、その提供を
サポートしていること。

多くの地域において、NGO はこれらの取り組みの最前線にいるが、より多くの国で、政府が運営する医療施設も青
少年にリーチするために自分たちの方向性を変えはじめている。 以下のように、先進的事例はさまざまな場所で実施
されている

これらの先進的事例のほとんどは規模が小さく、期限も限られている。 ただし、「試験的」または「実演プロジェクト」
の段階を超えて、地区、州、または国全体の青少年にリーチするために、事業を拡大する先進的事例が着実に増えて
いる。

ヘルス・サービスをユースフレンドリーにする取り組みが若者の利用を向上させるというエビ
デンス（科学的根拠）はあるのか？

ヘルス・サービスの提供方法を改善し、青少年によるそれらの使用を増やすことにおいて、いくつかの先進的事例の
有効性を示すエビデンス ( 科学的根拠 ) が増えている。

2006 年、WHO は、開発途上国における青少年のヘルス・サービスの利用を促進するための介入の有効性に関する
システマティックレビューを発表した 10。 このレビューは、1 件のランダム化比較試験（ナイジェリア）、6 件の準実
験的研究（バングラデシュ、中国、マダガスカル、モンゴル、ウガンダ、ジンバブエ）、2 件の国家プログラム（モ
ザンビークと南アフリカ）、3 件のプロジェクト（ガーナ、 ルワンダとジンバブエ）、合計 12 の先進的事例を特定し、
ヘルス・サービスを利用者にフレンドリーで魅力的なものにするための取り組みが、青少年によるヘルス・サービス
の利用の増加、時には大幅な成長に繋がったことを実証した。

これらの結論は、2008 年に発表された別のレビューで繰り返され、次のように結論付けられた。「今後の優先事項は、
それぞれの国、州、地域が、革新的で十分に評価された若者にやさしいユースフレンドリーなヘルス・サービスの提
供を奨励する政策と支援を確保することであることは十分明らかになった。」11

9　Global Consultation on adolescent-friendly health services. A consensus statement. Geneva, World Health Organization, 2002.
10  Dick B, Ferguson J, Chandra-Mouli V, Brabin L et al. A review of the evidence for interventions to increase young people’s use of health services 

in developing countries in Ross D, Dick B, J Ferguson (Eds.). Preventing HIV/AIDS in young people: A systematic review of the evidence from 
developing countries. Geneva, World Health Organization, 2006.

11  Tylee A, Haller DM, Graham T, Churchill R et al Youth-friendly primary-care services: how are we doing and what more needs to be done. The 
Lancet, 2007, 369.

• 病院
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• ショッピングセンター

• 薬局
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• 教育的施設
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青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させるためにできることとは？

青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させることを目的とした先進的事例の出発点は、保健省によって開発さ
れた国の保健政策と戦略であり、それらは以下の重要な 5 つの質問への答えを提供する

• どのような健康上の成果が目指されているのか？

• これらの健康上の成果は、青少年のどのグループ ( または複数のグループ ) が目標とされているのか？

• これらの健康上の成果を達成するための全体の戦略の中で、青少年にヘルス・サービスを提供する場所はどこか？

• これらの健康上の成果を達成するために提供されるヘルス・サービスのパッケージは何か？

• これらのヘルス・サービスはどこで（どのタイプの医療施設か）、誰によって（どのタイプのヘルス・サービス・
プロバイダーか）提供されるべきか？

これらの質問に対する正確な回答は、青少年へのヘルス・サービス提供の質を改善するための国家戦略を策定する上
で堅固な根拠となる。

既に存在するものに基づいて構築することが重要である。 すなわち、青少年専用の新しいサービス提供拠点を設置す
るよりも、人口のすべてのグループにヘルス・サービスを提供することを目的とした既存のサービス提供拠点を青少
年にとってよりフレンドリーなものにすることに努力を向けるべきである。 とはいえ、特定の目的を持ったヘルス・
サービス提供ポイントとアウトリーチの取り組みは、すべての人に開かれたサービス提供拠点の使用は気が進まない
可能性のある、疎外され、スティグマを受けている青少年のグループ（注射・薬物使用者など）にリーチするのに役
立つ可能性がある。

2 つの補完的な取り組みが必要とされる。1 つ目が、フレンドリーなヘルス・サービスの提供である。これにより、
必要なヘルス・サービスの青少年による利用可能性を高め、入手したいと思えるものにできる。 2 つ目に、青少年が
健康を維持するため、または健康を取り戻すために必要なヘルス・サービスを、確実に、そして適切に提供すること
の保障である。言い換えれば、ヘルス・サービスの利用のしやすさとヘルス・サービスの提供の両方の向上のための
努力をしなければならない。

WHO の「ケアの質」をはかる枠組み（ ‘quality of care’ framework ）は、ヘルス・サービスの提供と利用の改
善に取り組むための有用なガイドを提供している 12。 これは、一方では青少年が必要なヘルス・サービスを受けやす
くし、他方では彼らが必要とするヘルス・サービスを適切な方法で提供するという補完的な義務をまとめている。

「ケアの質」をはかる枠組み（ ‘quality of care’ framework ）は、ユースフレンドリー・ヘルス・サービスの有用
な暫定的な定義を提供する。 ユースフレンドリーとみなされるには、以下に概説されるように、ヘルス・サービスは、
利用しやすく、受け入れやすく、公平、適切、かつ効果的でなければいけない 13。

利用しやすいこと
青少年が存在するヘルス・サービスを入手できること

受け入れやすいこと
存在するヘルス・サービスが青少年にとって入手したくなるものであること

公平であること
一部の選ばれたグループだけでなく、すべての青少年が存在するヘルス・サービスを入手できること

適切であること
青少年に適切なヘルス・サービス ( すなわち、青少年が必要としているもの ) が提供されること

12　Quality of Care. A process for making strategic choices in health systems. Geneva, World Health Organization, 2006. 
13　 Quality Assessment Guidebook. A guide to assessing health services for adolescent clients. Geneva, World Health Organization, 2009.
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効果的であること
適切なヘルス・サービスが適切な方法で提供され、青少年への確かな貢献がなされること

これらの枠組みは、研究やプログラムの経験から、ヘルス・サービスをユースフレンドリーにするための特徴を整理
する有効な方法を示すものでもある（付録 1 も参照）。

基準を明示すること ( 例：要求される品質基準 )14 は、重要な最初の一段階である。それができたら、その基準を達成
するための行動が必要となる。基準に基づく品質向上アプローチは、以下の 3 つの方法で目標を実現することができ
る。

1. サービス提供拠点の業務のさまざまな側面について、明確な目標を設定するのに役立つ。例えば、サービス提供
拠点に必要な医薬品（抗生物質など）や消耗品（注射針や注射器、注射部位を洗浄するための綿棒やアルコール
など）の規定が可能となる。また、これらの医薬品と消耗品のそれぞれについて、必要な数量を明記することも
できる。

2. 目標の達成度を評価するための根拠となる。上記の例に関連させると、特定のサービス提供地点において、指定
された医薬品及び供給品が配置されているかどうか、また、これらの医薬品及び供給品の指定された数量が配置
されているかどうかを評価するための根拠を提供する。

3. 目標が達成できなかった理由を明らかにするための糸口を提供する。

この基準に基づくことで、目標を達成するために、いつまでに、誰が、何をすべきかを示すことができる。上記の例
に則れば、青少年や成人の性感染症を治療するための抗生物質が欠品している場合、その主な理由と問題を解決する
ための行動、そして将来的に再発を防止するための行動を特定する必要がある。これらの措置は、サービス提供拠点
で取られる必要がある場合もあれば、地区や国など他のレベルで取られる必要がある場合もある。これらの対策が実
施された後は、定期的に状況を見直し、特定の問題が再発しないかどうかを判断する必要がある。

明確に定義された健康に関わる成果を達成するために、保健省は、質の定義、質の測定、質の向上という 3 つの補
完的な側面を用いて、青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させるための国家的な取り組みを行うことができ
る 15。これは、国民のすべての層を対象としたヘルス・サービスの質を向上させるための、より幅広い取り組みの一環
として行うことができる。

質の高いヘルス・サービスを、必要とするすべての青少年に確実に届けるためにできることと
は？

スケールアップ ( 拡張 ) は、WHO と ExpandNet によって次のように定義されている。「より多くの人々に恩恵をも
たらし、持続的な政策とプログラム開発を促進するために、成功裏に検証されたヘルス・イノベーションの効果を高
めるための意図的な取り組み」16 と、WHO と ExpandNet は定義している。

スケールアップ ( 拡張 ) 戦略の開発に、WHO の 9 つのステップ 17 を用いて、青少年へのヘルス・サービス提供の拡
大に向けて、体系的なプロセスが開発された。このプロセスは、国レベルでの活動から始まり、州・地区レベル、医
療施設レベルでの活動がそれに続く。このプロセスは、「青少年の健康と発達に対するヘルス・セクターの対応強化」18

と題された文書に概説されている。

14　 E Necohea, D Bossemeyer. Standards based management and recognition. A practical approach for improving the performance and quality of 
health services. Baltimore, Jhpiego, 2005.

15　R Massoud, K Askov, J Reinke et al. A modern paradigm for improving health care quality. Bethesda, Quality Assurance Project, 2001.
16　Practical guidance on scaling up health service innovations. Geneva, World Health Organization (with ExpandNet), 2009.
17　Nine steps to developing a scaling up strategy. Geneva, World Health Organization (with ExpandNet), 2010.
18　Strengthening the health sector’s response to adolescent health and development. Geneva, World Health Organization, 2009.
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CHAPTER 2
セクション 1. 青少年の健康について共通の理解を深め、青少年へのヘルス・サービスの提供を
強化する

このセクションには 1 つのステップがある。

1. 青少年へのヘルス・サービス提供を強化する国家的取り組みに関わる主要なステークホルダーの間で、青少年の
健康を促進し、青少年に必要なヘルス・サービスを提供するための WHO のアプローチについて明確な理解を
深めること。

ステップの内容

 – 青少年へのヘルス・サービス提供を強化する国家的取り組みに関わる主要なステークホルダーの間で、青少年
の健康を促進し、青少年に必要なヘルス・サービスを提供するための WHO のアプローチについて明確な理
解を深めること。

ステップの目的

 – 青少年へのヘルス・サービス提供を強化する国の取り組みに関わる主要なステークホルダーが、青少年の健康
増進と青少年に必要なヘルス・サービスを提供するための WHO のアプローチについて明確に理解できるよ
うにすること。主要なステークホルダーには、保健省の職員、国内の有力な NGO の職員、学者、国際機関の
代表者などが含まれる。

ステップの重要性

 – 主要なステークホルダーが、青少年の健康増進と青少年に必要なヘルス・サービスの提供について共通の理解
を持っていれば、取り組み全体が前進する可能性が大幅に向上すること。

ステップの実現方法

 – 個人、小グループ、大グループとの公式・非公式な会合で、主要なステークホルダーの視点の理解に務めながら、
青少年の健康増進と青少年に必要なヘルス・サービスを提供するための WHO のアプローチについての説明
をすること ( 第 1 章を参照）。

第二章



ユースフレンドリーなヘルス・サービスの実現　17

セクション 2. 国の HIV/AIDS および / またはリプロダクティブ・ヘルス政策と戦略において、
青少年へのヘルス・サービス提供のための国の品質基準を策定する根拠を確立する 19。 

このセクションには 2 つのステップがある。

19　国の青少年の保健政策と戦略が HIV と性と生殖に関する健康を扱っている場合は、それらが見直されるべきである。 　 

1. 国の HIV/AIDS および / またはリプロダクティブ・ヘルス（RH）政策と戦略の中で、青少年について取り組む
ための根拠を確立する。

2. 国の HIV/AIDS および / または RH の政策と戦略の枠組みの中で、青少年にヘルス・サービスを提供するための
根拠を確立する。

ステップ 1 の内容

 – 国の HIV/AIDS および / またはリプロダクティブ・ヘルス (RH) 政策と戦略の中で、青少年について取り組む
ための根拠を確立する。

ステップ 1 の目的

 – この取り組みを国家政策や戦略に沿うものとして確立すること。

ステップ 1 の重要性

 – 第一に、多くの国では、青少年に性と生殖に関する健康についての情報やサービスを提供することに抵抗を感
じる個人、グループ、組織が存在する。もし、この取り組みに対して何らかの抵抗があるのであれば、この取
り組みが国の政策や戦略に完全に合致していることを示せることは有用である。

 – 第二に、この先進的事例を国の政策や戦略に基づかせることで、政府や国際機関の意思決定者から心情的・物
質的支援を受けられる可能性が高まる。

ステップ 1 の実現方法

 – 国の HIV/AIDS と RH の政策、戦略に関する文書を見直す。
 – 国の HIV/AIDS および RH プログラムを担当する職員と 1 対 1 または小グループでのディスカッションを行う。
 – 自分たちの調査結果に基づき、青少年へのヘルス・サービス提供のための国家品質基準の策定につながるプロ
セスについて議論するためのステートメントを作成し、公表する。推奨される質問には次のようなものがある。
(i)   国の HIV/AIDS および/または RH 政策/戦略は、対象にすべき人口集団として青少年を特定しているか？
(ii)  国家の HIV/AIDS または RH 政策 / 戦略は、青少年が抱える問題の大きさを認識しているか ( 例：一般集
      団における 15-19 歳の男性の HIV 感染率 )

 – 青少年の抱える問題の原因となる行動（例：複数のパートナーと無防備な性行為を持つ人の割合）。
 – 青少年のこれらの行動に影響を与える要因（例：HIV のリスクに対する低い認識）？
(i)   国の HIV/AIDS および／または RH 政策／戦略には、青少年における HIV/AIDS および RH の問題を予
      防するための要素が含まれているか？

ステップ 2 の内容

 – 国の HIV/AIDS および / または RH の政策と戦略の枠組みの中で、青少年にヘルス・サービスを提供するため
の根拠を確立する。

ステップ 2 の目的

 – 青少年へのヘルス・サービス提供のための国家品質基準が、国家政策と戦略に沿って策定されるようにすること。



18　ユースフレンドリーなヘルス・サービスの実現

ステップ 2 の重要性

 – この先進的事例を国の政策や戦略に基づかせることで、政府や国際機関の意思決定者から心情的・物質的支援
を受けられる可能性が高まる。

ステップ 2 の実現方法

セクション 3. 国家品質基準を適用した場合のプログラム上の影響を検討する 
このセクションには 4 つのステップがある。

1. 青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させ、届く範囲を拡大するための基準に基づく取り組みが、 実際に
は何を意味するのか、また、品質基準に関する取り決めをヘルス・サービス提供拠点における質と網羅できる範
囲の具体的な改善に結びつけるには何が必要なのかを、青少年へのヘルス・サービス提供強化に関わる国の主要
ステークホルダーの間で明確に理解すること。

2. 青少年へのヘルス・サービスの提供および青少年の利用についての現状を十分に理解すること。
3. 公衆衛生プログラムにおける、質向上の法則を適用した実践の経験を国内から収集する。
4. 国内における基準に基づく取り組みを推進する集団の位置づけと、それを適用する際のプログラム上の好機や課

題を明らかにする。

 – 国の HIV/AIDS と RH の政策、戦略に関する文書を見直す。
 – 国の HIV/AIDS および RH プログラムの責任者と 1 対 1 または小グループでのディスカッションを行う。
 – 自分たちの調査結果に基づき、論文を作成し、国家品質基準の策定につながるコンサルティング・プロセスで
議論するために公表する。

まず、国の HIV/AIDS および / またはリプロダクティブ・ヘルス政策 / 戦略の中で、青少年に性と生殖に関
する健康サービスを提供する必要性を明記している箇所を洗い出す。その後、以下のポイントに移る。

(i)  対象となる人口集団
( 注：政策 / 戦略文書に、健康上の成果が青少年全員を対象としているのか、青少年の一部のグループのみを
対象としているのかが明記されているか？ )

(ii)  目指す健康上の成果
( 注：政策 / 戦略文書に、健康状態に関するどのような変化を目指しているのかが明記されているか？ )

(iii) より広範な戦略の中でのヘルス・サービス提供の役割
( 注：政策／戦略文書に、ヘルス・サービスの提供が、青少年への情報と教育の提供、カウンセリング・サー
ビスの提供、環境をより安全で支援的にすることを含む、より広範な戦略の中に位置づけられることが明記
されているか？）

(iv) 提供されるヘルス・サービスのパッケージ
( 注：政策／戦略文書に、望ましい健康上の成果に貢献するために、プライマリ・ケアおよび様々なレベルで
提供される必要のある予防的および治療的なヘルス・サービスのパッケージが明記されているか？ )

(v) ヘルス・サービスの提供 - どこで、誰によって？
( 注：政策／戦略文書に、規定されたヘルス・サービスのパッケージが、どこ（どのヘルス・サービス提供拠点）
で、誰（どのヘルス・サービス・プロバイダー）によって提供されるべきかが明記されているか？ )

(vi) 青少年が必要なヘルス・サービスを受けるための権限と、保護者の同意の要件に関する明確な位置づけ
( 注：政策／戦略文書に、すべての青少年グループが規定のヘルス・サービス・パッケージを受ける権限を与
えられているか、また、自律的に、すなわち保護者の同意なしに、それをできるかについて明確に記されて
いるか？）
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ステップ 1 の内容

 – 青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させ、届く範囲を拡大するための基準に基づく取り組みが、 実際
には何を意味するのか、また、品質基準に関する取り決めを、ヘルス・サービス提供拠点における質と網羅で
きる範囲の具体的な改善に結びつけるには何が必要なのかを、青少年へのヘルス・サービス提供強化に関わる
国の主要ステークホルダーの間で明確に理解すること。

ステップ 1 の目的

 – ステークホルダーから学ぶ／理解するべきこと。

 – 主要なステークホルダーが明確に理解するべきこと

ステップ 1 の重要性

 – 青少年へのヘルス・サービス提供を強化するための国家的取り組みに関わる主要なステークホルダーが、上記
の課題について明確かつ共通の理解を持つことが重要である。そして、この取り組みには、国、県、地方レベ
ルでの協調的かつ補完的な取り組みが必要であると十分に認識することが重要である。

ステップ 1 の実現方法

 – 個人、小グループ、大グループとの公式・非公式な会合を通じて、主要なステークホルダーの視点を理解し、
関連する WHO の視点を伝え、説明する。添付のスライドのセットと議論のテーマに沿ってこれを行う。

(i)  この国家基準に基づく取り組みを通じて、どのような問題を解決したいのか、どのような格差を埋めたいのか
(ii) この先進的事例を通じてどのような成果を期待しているのか

(i)  ヘルス・サービス提供の質を向上させ、届く範囲を拡大するための基準に基づく取り組みが、 実際には何
      を意味するのか
(ii)  品質基準に関する取り決めを、ヘルス・サービス提供拠点におけるヘルス・サービスの質の具体的な改善
      に結びつけるために、国や地方レベルでどのような取り組みが必要なのか
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ステップ 2 の内容

 – 青少年へのヘルス・サービスの提供および青少年の利用についての現状を十分に理解すること。

ステップ 2 の目的

 – 以下について、現状を理解すること。

ステップ 2 の重要性

 – 第一に、現状をよく理解することは、状況をどのように改善し、強みを生かし、格差や弱点に対処するかを考
えるための確かな根拠となる。第二に、体系的な取り組みが行われ、その国や地域における教訓が既にあるこ
とを明確に示すことができる。

ステップ 2 の実現方法

 – 保健省、NGO、学術機関、国際機関の主要な情報提供者との議論を通じて、以下のような出版物や報告書を
収集する。

ステップ 3 の内容

 – 公衆衛生プログラムにおける、質向上の法則を適用した実践の経験を、国内から収集する。

ステップ 3 の目的

 – 明確に定義された健康上の成果を達成するために、ヘルス・サービス提供の質を向上し、あらゆる人口集団に
よるヘルス・サービスの利用を増加させた国内の取り組みから得た経験を引き出すこと。

ステップ 3 の重要性

 – 3 つのメリットが考えられる。第一に、品質向上の原則と実践が、この国にとって異質なものではないという
メッセージを伝えることができるようになる。第二に、主要なステークホルダーが、品質向上の原則と実践の
適用で何が達成できるのか、さらに重要なことは、それらを導入し、維持するために何が必要なのかを理解す
るのに役立つことである。第三に、国内の個人および組織で、その専門知識を活用することが可能だと示すこ
とができる。

(i)   青少年に現在提供されているヘルス・サービスは、誰によって、どこで提供されているか
(ii)  青少年に対して、ヘルス・サービスの提供および利用を阻むもの
(iii) 青少年が助けやヘルス・サービスを求める行動について
(iv) 青少年に必要なヘルス・サービスを提供するために実施されている取り組み

(i)    青少年に現在提供されているヘルス・サービスは、誰によって、どこで提供されているか
(ii)   青少年に対して、ヘルス・サービスの提供および利用を阻むもの
(iii)  青少年が助けやヘルス・サービスを求める行動について
(iv)  青少年に必要なヘルス・サービスを提供するために実施されている取り組み
( 注：青少年のさまざまな集団の視点や考え方を得ることが重要である）

 – 可能であれば、小規模のワーキンググループを結成し、青少年へのヘルス・サービス提供の拡大に向けて、彼
らの活動から引き出せる教訓に焦点を当てた作業報告書を作成する。

 – 国家品質基準の策定に関与する可能性のある人物を特定する。

 – 青少年へのヘルス・サービス提供に関する研究および / またはプログラム / プロジェクトを実施している個人
および団体を特定する。
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ステップ 3 の実現方法

 – 保健省、NGO、学術機関、国際機関の主要な情報提供者との話し合いを通じて、公衆衛生業務に質向上の原
則と実践を適用した注目すべき先進的事例を特定する。

 – これらの取り組みが採用したプロセスや達成した結果を示す出版物や報告書を収集する。
 – 青少年へのヘルス・サービス提供に関する研究やプログラム・プロジェクトの実施を行っている個人や団体を
特定する。

 – 可能であれば、小規模のワーキンググループを結成し、青少年へのヘルス・サービス提供の拡大に向けて、彼
らの活動から引き出せる教訓に焦点を当てた作業報告書を作成する。

ステップ 4 の内容

 – 国内における基準に基づく取り組みを推進するユニットの位置づけと、それを適用する際のプログラム上の好
機や課題を明らかにする。

ステップ 4 の目的

 – 国家基準に基づいた取り組みの「推進者」、ユニットの強みと弱み、保健省内の他のユニットとの連携を明ら
かにすること。

 – 先進的事例の実施を助ける、または妨げる可能性のある環境要因を特定すること。例えば、UNFPA が支援す
るリプロダクティブ・ヘルス・サービスの質を向上させるための国家的な取り組みは、この先進的事例が連携
し得る潜在的な機会である。しかし、公衆衛生プログラムに民間部門のヘルス・サービス・プロバイダーを参
加させる意欲がない場合には、青少年の多くのグループが頼る重要なグループとの連携が阻害される可能性が
ある。

ステップ 4 の重要性

 – 第一に、青少年へのヘルス・サービス提供の質を向上させ対象を拡大するための国家基準に基づく取り組みは、
先進的事例を前進させるために必要な権限、技術能力、資源を備えた推進者がいれば、成功する可能性がはる
かに高くなる。

 – 第二に、先進的事例を前進させるにあたっては、環境面での潜在的機会と課題を認識することが重要である。

ステップ 4 の実現方法

 – 保健省、NGO、学術機関、国際機関の主要な情報提供者との議論を通じて、プログラム上の切り口を特定し、
以下に関する作業報告書を作成する。
(i)   この先進的事例の推進者の長所と短所は何か、長所を生かし短所を解決するために何ができるのか
(ii)  その先進的事例を実施する上で起こりうる機会と課題
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セクション 4. 国家基準を策定する

このセクションには 2 つのステップがある。

1. 国家基準に基づく品質向上を成功させるために重要な、主要なステークホルダーの公的支援を得ること

2. 国家基準（および基準に基づく品質向上の取り組みの付随要件）を策定する

ステップ 1 の内容

 – 国家基準に基づく品質向上を成功させるために重要な、幅広いステークホルダーの支援を得ること。事前準備
に関わった個人や組織に加え、このステップでは、青少年／若者に影響を及ぼす政治指導者、宗教指導者、教師、
保健省以外の政府省庁の役人など、異なるコミュニティのメンバーも参加させるべきである。協議のプロセス
には、青少年の参加も重要である。

ステップ 1 の目的

 – これまでに行われた準備作業（セクション 1.2.3 に記載）の結論と勧告を提示し、さらなるインプットを得る
こと。

 – 国家基準が策定されるという事実と、その準備のために行われた基盤となる作業を公の場に示すこと。

ステップ 1 の重要性

 – この取り組みを成功させるためには、上述の幅広い関係者が、青少年へのヘルス・サービス提供のための国家
基準を策定していることを十分に認識し、そのプロセスに納得することが重要である。第二に、彼らがこれま
でに行われた準備作業を十分に認識し、それが適切であると納得していなければならない。第三に、彼らは自
分たちの見解に耳を傾け、それを受け止めてくれていると思える必要がある。

ステップ 1 の実現方法

 – 幅広いステークホルダーを集めて合意形成のためのワークショップを開催する。

ステップ 2 の内容

 – 国家基準（および基準に基づく品質向上の取り組みの付随要件）を策定する。

ステップ 2 の目的

 – 基準が解決しようとする主要な問題点（例 : 求められている質と実際の質の格差）を定義すること。
 – それぞれの問題点に対して
(i)    基準（すなわち達成すべき望ましい質）を策定する
(ii)   各基準を達成するための資源、プロセス、成果の要件（すなわち、基準を達成するために、ヘルス・サー

ビス提供の現場で、何が必要で、何が起こるべきなのか）を特定する
(iii)  各基準を達成するために、国、地区、地域レベルで必要な行動を特定する
(iv)  基準の達成を確認するための指標と、それを検証する手段を特定する

ステップ 2 の重要性

 – このステップが、国の取り組みが達成しようとする目標、これらの目標を達成するために必要なこと、これら
の目標が達成されているかどうかを評価するために必要なことを明確にしていること。

( 注：協議のプロセスには青少年を参加させることが重要である。これは、全国的な合意形成ワークショップ
に先立ち、1 つまたは複数のミーティングを開くことで可能である。同世代の仲間によって選ばれた青少年が、
合意形成ワークショップに参加するよう招待されることもありうる。)
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ステップ 2 の実現方法

 – 8 ～ 10 名で構成されるワーキンググループが協力して、基準の原案を作成する。以下は、ワーキンググルー
プメンバーの推奨リストである。
(i)    国家レベルの保健省から 1-2 名の職員
(ii)  影響力のある NGO から 1-2 名
(iii)  学者 1-2 名
(iv)  国際機関の代表 1-2 名

 – 基準の草案は、青少年へのヘルス・サービスの提供を強化するための国家的取り組みに関わる主要なステーク
ホルダーと共有されるべきである。

 – ワーキンググループは、受け取ったフィードバックを検討するために、可能であれば複数回の会合を持ち、基
準の改訂と完成に取り組むべきである。

セクション 5. 品質基準を適用する前に必要な国レベルでの事前準備の概要
このセクションには 4 つのステップがある。

1. 基準の原案とそれに付随する構成要件が、レビュー、修正された後、必要に応じて関係当局によって承認される。

2. 各基準文に付随する構成基準を確実に実施するために、地区の保健マネジメントチームと保健施設のマネー
ジャーが何をすべきかを概説した実施ガイドを作成する。

3. 地区の保健マネジメントチームと保健施設のマネージャーが、どのように実施状況を把握するべきなのかを概説
したモニタリングガイドを作成する。

4. この取り組みの実施を助けることも妨げることもできる国レベルの主要なステークホルダーに情報を提供し、取
り組みの達成目標とその方法について説明する。

ステップ 1 の内容

 – 基準の原案とそれに付随する構成要素が、レビュー、修正された後、必要に応じて関係当局によって承認される。

ステップ 1 の目的

 – 規格とそれに付随する構成要素を関係当局に承認してもらい、それによって権威ある国家文書に変換すること。

ステップ 1 の重要性

 – ヘルス・サービスの質向上のために、この文書を普及させ適用するためには、公式の承認が必要である。

ステップ 1 の実現方法

 – 正式な許可を得るために、関係当局に積極的にフォローアップを続けること。その際には、質問に答えたり、
誤解を解いたりすることが必要である。

( 注：「基準の開発」と題する付属のプレゼンテーションおよび「WHO が定義する質の側面におけるユースフ
レンドリーなヘルス・サービスの一般的特徴」と題する付属の文書は、基準および他の要件の開発の指針とし
て用いることができる）。
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ステップ 2 の内容

 – 各基準文に付随する構成要件を確実に実施するために、地区の保健マネジメントチームと保健施設のマネー
ジャーが何をすべきかを概説した実施ガイドを作成する。

ステップ 2 の目的

 – 地区の保健マネジメントチームや保健施設のマネージャーが、各基準文に付随する構成要件を確実に実施する
ために必要なことを明確に伝えること。

ステップ 2 の重要性

 – 各基準文に付随する構成要件を確実に実施するために、地区の保健マネジメントチームや保健施設のマネー
ジャーが何をすべきかを明確にすることが重要である。明確な指針がなければ、本質的なことが行われない可
能性がある。

ステップ 2 の実現方法

 – この分野の専門知識を持つ個人／団体を特定し、実施ガイドの作成に参画させる。たとえば、構成要件 4（「ユー
スにフレンドリーな生殖に関するヘルス・サービス」のタンザニアの基準で基準 2 に付随するもの）には、次
のように記されている。「設備、消耗品、医薬品は常に利用可能である」。この場合、実施ガイドには、各保健
施設に配置する必要のある機器、供給品、医薬品の範囲と量を明記する必要がある。

ステップ 3 の内容

 – 地区の保健マネジメントチームと保健施設のマネージャーが、どのように実施状況を把握するべきなのかを概
説したモニタリングガイドを作成する。

ステップ 3 の目的

 – 地区の保健マネジメントチームと保健施設のマネージャーが、必要な行動の実施状況を確認するために、何を
どのようにチェックするべきかについて明確な指針を提供すること。

ステップ 3 の重要性

 – 地区の保健マネジメントチームや保健施設のマネージャーは、具体的に何をどのようにチェックすればよいの
かを明確にすることが重要である。

ステップ 3 の実現方法

 – この分野の専門知識を持つ個人／団体を特定し、モニタリング・ガイドの作成に参画させる。



ユースフレンドリーなヘルス・サービスの実現　25

ステップ 4 の内容

 – この取り組みの実施を助けることも妨げることもできる国レベルの主要なステークホルダーに情報を提供し、
取り組みの達成目標とその方法について説明する。

ステップ 4 の目的

 – ステークホルダーが取り組みに反対していないことを確認し、必要に応じて前進するために彼らの支持を引き
出すこと。

ステップ 4 の重要性

 – まず、主要なステークホルダーは、自ら取り組みを「殺す」力を持っているかもしれない。あるいは、否定的
な言い方で取り組みの衰退を助長する可能性もある。その理由は、十分に理解していないため、有用性や実現
性がないと信じているため、あるいはそう聞いているため、あるいは取り組みに貢献する協議プロセスから排
除されていると感じているためである。第二に、彼らは取り組みを強化するための有用なアイデアや提案を提
供できる可能性を持つからである。第三に、彼らはその取り組みを喜んで支援することができる可能性を持つ
からである。

ステップ 4 の実現方法

 – 接触するべき主要なステークホルダーを特定する。以下はそのリストである。
(i)     保健省内：国家 HIV/AIDS プログラム、国家リプロダクティブ・ヘルス・プログラム、およびプライマリー

ヘルスケアのユニット
(ii)   地方自治体省
(iii)  主要な国際機関：国連システム内、二国間機関、国際機関
(iv)  国内 NGO

 – 理想的には、先進的事例を説明し、それを前進させるためのアイデアや提案を求めるために、1 対 1 のミーティ
ングを設定する。

 – 国の HIV/AIDS プログラムの定例会議のような適切な場を利用して、取り組みについて知らせ、それに対する
支持を得る。
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CHAPTER 3
第三章

ユースフレンドリーなヘルス・サービスの国家品質基準を策定するための全国ワークショップ
の背景報告書の概要

報告書のねらい

a. 青少年の健康、リプロダクティブ・ヘルスまたは HIV に関する国家政策と戦略の枠組みの中で、青少年へのヘル
ス・サービス提供の根拠を確立すること

b. 青少年へのヘルス・サービスの提供および青少年の利用の現状について十分な理解を確立すること

この章では、ユースフレンドリーなヘルス・サービスのための国家品質基準を開発するためのワークショップを準備し、実施
する際に使用できる資料を掲載している。

内容概要：
Part1 既にある政策 / 戦略の分析

1. 目指している健康上の成果
( 注：政策・戦略文書に、目指している健康上の変化が明記されているか？ )

2. 対象となる人口集団
( 注：政策 / 戦略文書に、健康上の成果が青少年全員を対象としているのか、青少年の一部のグループのみを対象と
しているのかが明記されているか？）

3. より広範な戦略の中でのヘルス・サービス提供の役割
( 注：政策／戦略文書に、ヘルス・サービスの提供が、青少年への情報と教育の提供、カウンセリング・サービスの提供、
環境をより安全で支援的にすることを含む、より広範な戦略の中に位置づけられることが明記されているか？）

4.  提供されるヘルス・サービスのパッケージ
( 注：政策／戦略文書に、望ましい健康上の成果に貢献するために、プライマリ・ケアおよび様々なレベルで提供さ
れる必要のある予防的および治療的なヘルス・サービスのパッケージが明記されているか？ )

5. ヘルス・サービスの提供 - どこで、誰によって？
( 注：政策／戦略文書に、規定されたヘルス・サービスのパッケージが、どこ（どのヘルス・サービス提供拠点）で、
誰（どのヘルス・サービス・プロバイダー）によって提供されるべきかが明記されているか？ )
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6. 青少年が必要なヘルス・サービスを受けるための権限と、保護者の同意の要件に関する明確な位置づけ
( 注：政策／戦略文書に、すべての青少年グループが規定のヘルス・サービス・パッケージを受ける権限を与えられ
ているかについて明確に記されているか？）

Part2: 青少年へのヘルス・サービスの提供および青少年の利用の現状について

青少年へのヘルス・サービスの提供および青少年の利用についての現状を十分に理解するために、以下の課題に関し
て情報を収集すること :

1. 青少年へのヘルス・サービスの提供と青少年の利用についての現状。青少年に現在提供されているヘルス・サー
ビスが、誰によって、どこで提供されているか。青少年に必要なヘルス・サービスを提供するために実施されて
いる取り組み。( 注：青少年のさまざまな集団の視点や考え方を得ることが重要である）

2. 青少年に対して、ヘルス・サービスの提供および利用を阻むもの

3. 青少年が助けやヘルスケアを求める行動について

4. 青少年へのヘルス・サービス提供についてリサーチやプログラムの実施、プロジェクトを行う個人や団体

5. 青少年へのヘルス・サービス提供の拡大に向けて、彼らの活動から引き出せる教訓

Part3. 青少年を対象としていないものも含め、公衆衛生プログラムにおける、質向上と対象拡大の原則を適
用した国内での実践

1. 公衆衛生業務に質向上の原則と実践を適用した注目すべき先進的事例の概説

2. これらの取り組みが採用したプロセスや達成した結果を示す出版物や報告書のリスト

3. 青少年を対象としていないものも含め、ヘルス・サービスの質管理に関するリサーチやプログラムの実施、プロ
ジェクトを行う個人や団体

4. ユースフレンドリーなサービスのための国家品質基準を開発する際に有用な、上記の項目 1 ～ 3 から引き出す
ことができる教訓

5. 青少年へのヘルス・サービス提供を強化するための全国的な質の向上および対象範囲拡大の取り組みを立ち上げ
る機会および課題
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ユースフレンドリーなヘルス・サービスの国家品質基準を開発するためのワークショップ - 目
的、アジェンダ、進行ガイド

目的：

青少年へのヘルス・サービス提供のための国家品質基準および構成要件の起草

9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 14:00 - 15:30 16:00 - 17:30

ー  開会の辞

ー  はじめに

ー  ワークショップの目的の説明

ー  使用する作業方法の説明

2日目
ー  取り組むべき課題ステートメント
     の確定

ー  品質基準の策定

3日目 ー  達成すべき各品質基準について、達成すべき構成要件の選択
     
     

4日目
ー  基準の達成度を検証する方法と手段の明確化 ー  品質基準を適用する前に必要な

     国レベルでの事前準備のまとめ
ー  閉会の辞

1日目
ー  想定される受益者の特定 ー  達成すべき健康上の成果の定義 ー  提供されるヘルス・サービス

     および保健関連物資の定義

ー  ヘルス・サービスおよび保健関連   
     物資の供給拠点の特定

ー  基準を達成するため、国、地区、地域レベルで取るべき行動の明確化

Days

アジェンダ：

セッション進行ガイド

1. 想定される受益者の特定

以下の質問をする

a. 対象としたい人口層（例：10 ～ 19 歳）はどこか？その理由はなにか？

b. その中で、どの人口集団に焦点を当てたいか？ ( 例：路上で生活、労働する者 )。その理由はなにか？

ファシリテーターのためのヒント

最初の質問については、全体会議で扱う。取り組むべき人口層とその根拠はグループ単位で挙げる。

2 つ目の質問では、大人数のグループを 3 人ずつの話しやすい小グループに分ける。各グループに、最大 2 つの対象
としたい人口集団を特定し、その選択の根拠を示すよう求める。各グループに、全体会議で自分たちの結論を発表さ
せる。具体的な人口集団のリストが 5 つ程度になるよう、グループ同士で協力する。

2. 達成すべき健康上の成果の定義

以下の質問をする

2.1 達成したい健康上の成果は何か？その理由はなにか？

ファシリテーターのためのヒント

ワークショップの前に、以下の表のコピーを用意する。

大きなグループから 3 人ずつの話しやすい小グループに分かれる。各グループに表を埋めてもらう。それが終わった
ら、全体会議でその成果を発表してもらう。表にある基準を用いて、取り組むべき健康上の成果の短いリストを作成
するよう、グループ同士で協力する。リストが長ければ長いほど、実施するのが難しくなることを強調する。
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3. 提供されるヘルス・サービスおよび保健関連物資の定義

以下の質問をする

3.1 上記の各健康上の成果に関連して提供されるべきヘルス・サービスは何か？

ファシリテーターのためのヒント

グループの規模に応じて、3 人 1 組の小グループに分ける。各グループに、健康上の成果のいくつかに取り組むよう
指示する。全体会議で、その成果を発表してもらう。議論に基づいて以下の表を修正し、最終的に完成させる。

健康上の成果 自分の国での関連性(1-5) ヘルス・ワーカーはその対策に有意義な貢献ができるか？(1-5)

健康的な発達の促進

発達に関わる問題への対応

栄養の不足、過多の予防

栄養の不足、過多への対応

予期しない妊娠の予防

予期しない妊娠への対応

健康な妊娠の支援と妊娠中のトラブルの予防

妊娠中のトラブルへの対応

性感染症（STI）の予防

性感染症（STI）への対応

HIV感染の予防

HIV感染とHIVに関連疾患への対応

性暴力の防止

性暴力への対応

メンタルヘルスに関連する問題の予防

メンタルヘルスに関連する問への対応

薬物使用の防止

薬物使用への対応

不慮の事故の防止

不慮の事故による身体的・心理的な影響への対処

(vii)暴力による傷害

暴力の防止

暴力による身体的・心理的な影響への対応

マラリアやデング熱などの風土病の予防

風土病への対応

慢性疾患への対応

(viii)風土病

(ix)慢性疾患

(i) 健康的な発達

(ii)健康的な栄養摂取

(iii)性と生殖に関する健康

(iv)メンタル・ヘルス

(v)薬物使用

(vi)事故
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4. ヘルス・サービスおよび保健関連物資の供給拠点の特定

以下の質問をする

4.1 提供されるべきヘルス・サービスはどこにあるか？

4.2 保健関連物資はどこで提供されるのか？

ファシリテーターのためのヒント

グループの規模に応じて、3 人 1 組の小グループに分ける。各グループに、以下の表を使って、1-2 点の提供拠点を
取り上げてもらう。全体会議で結論を発表してもらう。議論を踏まえて、以下の表を最終決定する。

5. 取り組むべき課題ステートメントの確定 ( 求められている質と実際の質の格差 )

以下の質問をする

ヘルス・サービス提供拠点／保健関連物資提供拠点のそれぞれは、求められている質とどのように関係しているか？

タスク：

ヘルス・サービス提供拠点における主要な問題の特定

ファシリテーターのためのヒント

この演習は、グループ全体で行う。参加者に、以下の表の完成を指示する。問題点をすべて書き出したら、最も重要
な 5 つの問題点を特定するようグループに求める（以下の 2 つの基準を使用する）。

a. 実際の質と求められている質との間の格差の大きさ

b. どの格差が、我々が懸念する青少年の集団に最も関連しているか

達成すべき健康上の成果 情報提供 カウンセリング提供 臨床サービス（促進、予防または治療） 患者紹介
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6. 品質基準ステートメントの策定

以下の質問をする

私たちが「ヘルス・サービスの提供拠点の質を向上させたい」と言うとき、具体的には何を意味しているのか？

タスク：

特定された主な問題のそれぞれについて、基準となる方針・見解を示す公式な文章（ステートメント）を作成する。
それぞれの基準となるステートメントについて、その中の重要な語句を定義する。

ファシリテーターのためのヒント

グループに、ステートメントとは、要求される品質を示す文章・声明であることをグループに説明する。言い換えれば、
問題に取り組み、成功した後の状況を正確に記述したものである。

7. 達成すべき各品質基準について、達成すべき構成要件の選択

以下の質問をする

品質基準を達成するために必要なことはなにか？

タスク：

各基準を達成するために必要な要件を選択する。言い換えれば、各基準が達成されるために何が必要かを確認する。
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ファシリテーターのためのヒント

例を挙げてグループをリードする。その際、要件には 3 つのタイプがあることをグループに説明する。

i. 資源要件：ヘルス・サービス提供拠点に設置される必要のある「設備」
例：有能なヘルス・ワーカー、診療所の受付時間を記載した掲示板

ii. プロセス要件：ヘルス・サービス提供拠点のスタッフによる、青少年患者や他の地域住民との接し方
例：ヘルス：ワーカーはガイドラインに記載されたとおりに青少年に対応している；支援スタッフが青少年を歓迎し
ている。

iii. 成果要件：ヘルス・サービス提供拠点の青少年利用者や他の地域住民に期待される効果
例：青少年は、ヘルス・ワーカーが自分たちの福祉に関心を持ってくれていると感じ、地域住民はクリニックがどの
ようなヘルス・サービスを提供しているかを知っている。

例：青少年は、ヘルス・ワーカーが自分たちの福祉に関心を持ってくれていると感じ、地域住民はクリニックがどの
ようなヘルス・サービスを提供しているかを知っている。

グループでブレーンストーミングを行い、可能な限りの要件を挙げてもらう。それが終わり次第、次の課題に基づいて、
短いリストを選ぶようにグループで協力する。

 – 潜在的な影響力（すなわち、基準への貢献における要件の潜在的な影響力）。
 – 実現可能性（現地の状況において、要件を実施することの実現可能性）。
 – 補完性（すなわち、一連の要件がどのようにお互いを補完するか）。

選択する要件は、望みは高くあるべきだが、過剰なものではなく、国の法律や政策に沿ったものであり、社会的・文
化的規範に配慮したものでなければならないことを強調する。

ステートメント #1

8. 基準を達成するため、国、地域、地区レベルで取るべき行動の明確化

以下の質問をする

ヘルス・サービスの提供が特定の品質を満たすためには、国、地域、地区の各レベルで何をする必要があるか。

タスク：

各資源要件を達成するために、国、地区、地域レベルで必要な行動を特定する。

要件

資源要件 プロセス要件 成果要件 潜在的な影響力 実現可能性 補完性

1

2

3

4

5
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ファシリテーターのためのヒント

例を挙げてグループをリードする。 国、地区、地域の各レベルで必要な行動を特定する必要があるとグループに説明
する。その際、これらの活動は、相互補完的な性質を持つことを考慮するべきであると強調する。例えば、この取り
組みのロゴは国レベルで作成する必要があるであろうこと、保健施設のマネージャーは掲示板が無許可のポスターで
覆われていないことを確認する必要があるであろうことなどを含む。

選ぶ行動は、既に選んだ要件と同様に、

 – 望みは高くあるべきだが、過剰なものではないこと
 – 国の法律や政策に沿ったものであること
 – 社会的・文化的規範に配慮していること

ただし、資源要件に対する行動のみを特定するべき点に留意する

ステートメント #1

9. 基準の達成度を検証する方法と手段の明確化

以下の質問をする

ヘルス・サービス提供の質に寄与する要素が整っていると、どのようにすればわかるか？

タスク：

各要件に関して以下を特定する

 – 要件が達成されたかどうかを確認するために、どのようなデータを収集するか。
 – このデータをどのように集めるか。

ファシリテーターのためのヒント

例を挙げてグループをリードする。 その際、リストの各項目について、提案された行動の労力と費用を検討する必要
があることを、ワーキンググループに強調する。コストを削減し、モニタリングが実際に行われる可能性を高めるた
めに、可能な限り既存のモニタリングの仕組みを利用するよう奨励する。

ただし、資源要件、プロセス要件、成果要件について取り組むべき点に留意する。

要件

資源要件 プロセス要件
(資源要件に対応するもの)

地区レベル 
(ヘルス・サービス提供拠点)

地域レベル 国レベル

1

2

3

4

5
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ステートメント #1

10. 品質基準を適用する前に必要な国レベルでの事前準備のまとめ

以下の質問をする

これらのアイデアを実現するためには、必要な事前準備はなにか？

タスク：

実施前に行うべき準備作業を列挙する。

ファシリテーターのためのヒント

この演習は、全体会議で行う。グループを率いて、どのような準備作業が必要なのか、手早くブレインストーミング
を行う。6 ～ 8 点をホワイトボードに書き出したら、各項目を確認し、以下の表を用いて、なぜそれが重要なのかを
明らかにしてもらう。

要件 確認すべきこと 確認方法

1

2

3

4

5

1

2

1

2

資源要件

プロセス要件

成果要件
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リストが完成したら、グループ内で各項目の責任者と各タスクの実施期日を決める。

必要な事前準備はなにか？ なぜ重要なのか？

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

必要な事前準備はなにか？ 実施の責任者は誰か？ 実施期日はいつか？

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANNEX 1
付録 1

WHO が定義した質の側面における、ユースフレンドリーなヘルス・サービスの一般的特徴

青少年に対する質の高いヘルス・サービスの要素

公平であること

一部の選ばれたグループだけでなく、すべての青少年が存在するヘルス・サービスを入手できること

利用しやすいこと

青少年が存在するヘルス・サービスを入手できること

受け入れやすいこと

存在するヘルス・サービスが青少年にとって入手したくなるものであること

適切であること

青少年に適切なヘルス・サービス ( すなわち、青少年が必要としているもの ) が提供されること

効果的であること

適切なヘルス・サービスが適切な方法で提供され、青少年への確かな貢献がなされること
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公平であること： 一部の選ばれたグループだけでなく、すべての青少年が存在するヘルス・サービスを入手できること

特徴

政策や方針、手続きがヘルス・サービスの提供を制限しないこと

ヘルスケア・プロバイダーは、すべての青少年の利用者に、状況や地位、身分に関わらず、同じ気配りとリスペクトをもって接すること

スタッフが、すべての青少年の利用者に、状況や地位、身分に関わらず、同じ気配りとリスペクトを持って接するようにサポートすること

利用しやすいこと： 青少年が存在するヘルス・サービスを入手できること

特徴

政策や方針、手続きが、青少年にとってヘルス・サービスが無料もしくは入手可能な価格であることを保証していること

サービス提供拠点の受付時間が利用しやすいこと

青少年が入手可能な様々な生殖に関するヘルス・サービスの存在とそれらの入手方法について知らされていること

地域の人々が、青少年が必要なヘルス・サービスを入手できることで生まれる利益を理解し、その提供をサポートしていること

受け入れやすいこと： 存在するヘルス・サービスが青少年にとって入手したくなるものであること

特徴

政策や方針、手続きが利用者の秘密保持を保証していること

サービス提供拠点がプライバシーを保証していること

ヘルスケア・プロバイダーがノン・ジャッジメンタルで、思いやりがあり、親しみやすいこと

サービス提供拠点が、予約の有無に関わらず短い待ち時間で診療をうけられること、また(必要に応じて)迅速な紹介を保証すること

サービス提供拠点が魅力的で清潔な環境であること

サービス提供拠点が様々な形式で情報や教育を提供すること

ヘルス・サービスの設計、評価、提供に青少年が積極的に関わること

適切であること ： 青少年に適切なヘルス・サービス(すなわち、彼らが必要としているもの)が提供されること

特徴

必須ヘルスケアのパッケージは、サービス提供拠点で、または紹介先を通じて、すべての青少年のニーズを満たすために提供されること

効果的であること ： 適切なヘルス・サービスが適切な方法で提供され、青少年への確かな貢献がなされること

特徴

ヘルスケア・プロバイダーが、青少年と向き合い、必要なヘルス・サービスを彼らに提供するために必須とされる能力を持っていること

ヘルスケア・プロバイダーが、ヘルス・サービスの提供においてエビデンス(科学的根拠)に基づいたプロトコルやガイダンスを使用していること

ヘルスケア・プロバイダーが、青少年の利用者に効果的に向き合うために十分な時間を注ぐことができること

サービス提供場所が、必須のヘルス・サービスを提供するために必要な設備、製品、基本的なサービスを備えていること

いくつかのヘルス・サービスと保健関連物資は、選ばれたコミュニテ の人々、アウトリーチ･･ワーカー、青少年自身によって、地域の青少年に提供されることィ
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サービス提供拠点における公平性の向上のために

1. 政策や方針、手続きがヘルス・サービスの提供を制限しないこと

なぜ重要なのか？
多くの国々では、既存の法律や政策の結果として、青少年のすべてまたは一部のグループに対する特定のヘルス・
サービスの提供は認可されていない、または違法とさえなっている。こうした制限的な法律や政策は、公衆衛
生にとって重大な妨げである。また、生命、発達、および 「到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病
気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める」とする国連子どもの
権利条約にも反している ( 第 24 条）。

(ii) どういう意味か？
年齢、性別、社会的地位、文化的背景、民族的出身、障がい、あるいはその他いかなる理由に基づく要因も、

 – すべての青少年または一部のグループに対するヘルス・サービスの提供を妨げる
 – すべての青少年または一部の青少年がヘルス・サービスを受けられることを妨げる

ことがないように、手続きが整備されていること。

なぜ重要なのか？
多くの場所で、既存の手続きが、ヘルス・サービスの公平な提供、および青少年のヘルス・サービス利用を妨
げている。青少年は、何らかの形で排除されたり差別されたりしていると感じると、サービス提供拠点に足を
運ばなくなってしまう。

2. ヘルスケア・プロバイダーは、すべての青少年の利用者に、状況や地位、身分に関わらず、同じ気配りとリスペ
クトをもって接すること

(i) どういう意味か？
年齢や性別、その他の違いによってヘルス・サービスの提供を制限するような法律や政策がないということ。

なぜ重要なのか？
軽蔑的な扱いを受けることは、青少年が助けを求める強い阻害要因になる。平等に扱われることは青少年に肯定
的な影響をもたらし、さらなる受診の予約でまた戻ってきたり、仲間にサービスを勧めたりすることを促進する。

どういう意味か？
ヘルスケア・プロバイダーは、年齢、性別、社会的地位、文化的背景、民族的出身、障がい、その他の理由に
関係なく、すべての青少年に同等の気配りと思いやりを持って接するということ。スタッフによる、同じレベ
ルのケアと思いやりをサポートするということ。

3. スタッフが、すべての青少年の利用者に、状況や地位、身分に関わらず、同じ気配りとリスペクトを持って接す
るようにサポートすること

なぜ重要なのか？
軽蔑的な扱いを受けることは、青少年が助けを求める強い阻害要因になる。平等に扱われることは青少年に肯定
的な影響をもたらし、さらなる受診の予約でまた戻ってきたり、仲間にサービスを勧めたりすることを促進する。

どういう意味か？
年齢、性別、社会的地位、文化的背景、民族的出身、障がい、その他の理由に関係なく、すべての青少年に対する、
スタッフによる同じレベルのケアと思いやりをサポートするということ。
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なぜ重要なのか？
これは、自身の経済的手段が限られている可能性の高い青少年において、特に関連性が高い。家族に依存してい
る青少年は、サービスの代金を要求することで「負担を増やす」ことを望まないかもしれない。また、なぜヘルス・
サービスを受ける必要があるのか、その理由を明かすのを嫌がるかもしれない。

どういう意味か？
すべての青少年は、無料で、または有料であっても支払い可能な金額でヘルス・サービスを受けられるということ。

サービス提供拠点の利用しやすさの向上のために

4. 政策や方針、手続きが、青少年にとってヘルス・サービスは無料もしくは入手可能な価格であることを保証して
いること

5. サービス提供拠点の受付時間が利用しやすいこと

6. 青少年が入手可能な様々な生殖に関するヘルス・サービスの存在とそれらの入手方法について知らされている
こと

なぜ重要なのか？
青少年は、受付時間が勉強や仕事などで忙しい時間と重なると、ヘルス・サービスを受けることが難しくなる
場合がある。

なぜ重要なのか？
青少年が利用できるヘルス・サービスについて知らせることは、サービスの利用を促すのに役立つ。

どういう意味か？
ヘルス・サービスが、すべての青少年にとって都合のよい時間帯に利用できるということ。

どういう意味か？
青少年が、どのようなヘルス・サービスが、どこで提供されていて、どうすれば入手できるかを知っていると
いうこと。

7. 地域の人々が、青少年が必要なヘルス・サービスを入手できることで生まれる利益を理解し、その提供をサポー
トしていること

なぜ重要なのか？
地域社会が、青少年に対するヘルス・サービスの価値を理解していない、あるいは信頼していない場合、その
提供に反対する可能性が高い。地域社会の人々を尊重した形での話し合いに参画を促し、この問題について共
通の理解を得るよう努力することは、反対なしに、必要なヘルス・サービスが提供され、得られるようにする
ために役立つ。

どういう意味か？
地域社会の人々（親を含む）が、ヘルス・サービスの提供が青少年のためにどのように役立っているかよく知っ
ているということ。また、彼らが、こうしたサービスの提供や青少年による利用を支持しているということ。

8. いくつかのヘルス・サービスと保健関連物資は、選ばれたコミュニティの人々、アウトリーチ・ワーカー、青少
年自身によって、地域の青少年に提供されること

どういう意味か？
青少年がいる場所の近くでヘルス・サービスを提供するための取り組みが行われているということ。状況に応
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なぜ重要なのか？
青少年たちは、保健施設やその他の拠点を訪れることに消極的かもしれない。中には、それができない人もい
るかもしれない。アウトリーチ・ワーカー、選ばれたコミュニティのメンバー、そして青少年自身は、ヘルス・
サービスの届く範囲をコミュニティ内で広げることができる。青少年が親しみやすい人々や、彼らがよく行く
場所での保健情報・サービスの提供は、青少年にとって歓迎されるかもしれない。

じて、アウトリーチ・ワーカー、選ばれたコミュニティメンバー（例：スポーツコーチ）、青少年自身がこれに
関与しうるということ。

9. 政策や方針、手続きが利用者の秘密保持を保証していること

なぜ重要なのか？
青少年はプライバシーと秘密保持に非常に敏感である。 世界中の青少年は、プライバシーと秘密保持の欠如に
対する懸念がヘルス・サービスの利用を思いとどまらせていると述べている。

どういう意味か？
政策や方針、手続きが青少年の秘密保持を常に守るよう機能しているということ。( スタッフが性的暴行、交通
事故、銃撃による負傷などの事件を関係当局に報告することが法的に義務付けられている場合を除く）

方針と手続きは以下を扱う：

登録 - 青少年の身元と抱えている問題に関する情報は機密情報として扱われる

相談 - 青少年がサービス提供拠点に訪れる際は一貫して（相談前、相談中、相談後）秘密保持が守られる

記録管理 : 記録は安全な場所に保管され、許可された担当者のみがアクセスできる

情報の開示 : スタッフは、青少年から得た一切の情報を、同意なしに第三者（家族、学校教師、雇用者など）に
開示しない

10. サービス提供拠点がプライバシーを保証していること

どういう意味か？
サービス提供拠点が、青少年の利用者のプライバシーを確保する場所にある。 

また、青少年の訪問の際に一貫してプライバシーが確保されるように設計されているということ。これには、入
口、受付エリア、待合エリア、検査エリア、患者記録保管エリアが含まれる。

なぜ重要なのか？
青少年はプライバシーに高い優先順位を置く。 彼らは、他の誰にも見られず、記録のプライバシーが維持され
ると確信している場合に、必要なヘルス・サービスを受ける可能性が高くなる。

11. ヘルスケア・プロバイダーがノン・ジャッジメンタルで、思いやりがあり、親しみやすいこと

どういう意味か？
たとえ青少年の患者の発言、行動が容認しえないものであっても医療者が若者を批判しない。医療者が患者に
思いやりを持ち親しみを持って対応をするということ。

サービス提供拠点の受け入れやすさ向上のために

なぜ重要なのか？
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ヘルスケア・プロバイダーは自分の信条や価値観を捨てる必要はないが、それらの信条や価値観が若者への対
応にネガティブに影響しないようにする必要がある。

さらに、青少年に理解と繊細さを持って接することは、より良いコミュニケーションと互いにリスペクトを持っ
た関係の構築に寄与する。

ジャッジをしたり、配慮のない不愛想な行動は、会話を減らし、青少年が二度と相談に来なくなる可能性がある。

12. サービス提供拠点が、予約の有無に関わらず短い待ち時間で診療をうけられること、また ( 必要に応じて ) 迅速
な紹介を保証すること

どういう意味か？
青少年は、正式な予約の有無にかかわらず、短時間でヘルスケア・プロバイダーに相談することができる。も
し彼らの病状が他へ紹介する必要があるようなものであれば、紹介の予約も短い時間枠の中で行う必要がある、
ということ。

なぜ重要なのか？
青少年は大人よりも、長い待ち時間や厳格な予約の取り方によって二の足を踏む可能性が高い。診察までに待
つ必要があると、予約を逃してしまったり、待ち時間は短いが効果の低い、あるいは有害な他のサービス・プ
ロバイダーに助けを求めることになりかねない。

13. サービス提供拠点が魅力的で清潔な環境であること

14. サービス提供拠点が様々な形式で情報や教育を提供すること

どういう意味か？
サービス提供拠点が歓迎的かつ魅力的で、綺麗であるということ。

なぜ重要なのか？
大人と同様に青少年も乱雑で汚い場所には行きたくない。

どういう意味か？
ヘルス・サービスの提供拠点で提供される青少年の健康に関連する情報資料は、さまざまな形式（ポスター、小
冊子、リーフレットなど）で用意されている。それらは親しみやすい言葉で表現され、理解しやすく、人目を
引くということ。

なぜ重要なのか？
この場所を訪れた思春期の子どもたちは、自分に影響を与えうる健康問題について理解する必要があることを
知らないかもしれません。彼らは仲間や他の情報源から、正しくない情報を受け取っているかもしれない。質
問があっても、親や先生や他の人に聞くのが恥ずかしいかもしれない。

15. ヘルス・サービスの設計、評価、提供に青少年が積極的に関わること

どういう意味か？
青少年に、ヘルス・サービスを受けた際の経験を共有し、自分たちのニーズや希望を表明する機会が与えられて
いるということ。彼らが、ヘルス・サービスの提供において、特定のしかるべき側面に関与している、ということ。

なぜ重要なのか？
青少年がサービス提供の評価に参画し、また実際にサービス提供に参加することは、ヘルス・サービスを彼ら
のニーズにより敏感にきめ細やかに反応することに役立つ。
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サービス提供拠点の適切さ向上のために

16. 必須ヘルスケアのパッケージは、サービス提供拠点で、または紹介先を通じて、すべての青少年のニーズを満
たすために提供されること

どういう意味か？
すべての青少年の健康上のニーズと問題は、ヘルス・サービス提供拠点で提供されるヘルス・サービスによって、
または紹介の連携を通じて対処されるということ。 提供されるサービスは、社会から取り残された青少年のグ
ループと同様に、大多数のグループの特別なニーズも満たす。

なぜ重要なのか？
すべての若者は、1 つのヘルス・サービス提供拠点から、または有用な方法で相互に連携した一連の提供拠点か
ら、ニーズを満たすヘルス・サービスを取得できる必要がある。

17. ヘルスケア・プロバイダーが、青少年と向き合い、必要なヘルス・サービスを彼らに提供するために必須とさ
れる能力を持っていること

どういう意味か？
ヘルスケア・プロバイダーが、青少年と接し、必要なヘルス・サービスを提供するために必要な知識と技能を
備えているということ。

なぜ重要なのか？
ヘルスケア・プロバイダーは、健康づくり、予防、治療、リハビリテーションの提供における「青少年特有の」
側面や、また、対人関係やコミュニケーションにおいて、一般的に、青少年と接することに優れている必要がある。

サービス提供拠点の効率の向上のために

18. ヘルスケア・プロバイダーが、ヘルス・サービスの提供においてエビデンス ( 科学的根拠 ) に基づいたプロトコ
ルやガイダンスを使用していること

どういう意味か？
ヘルス・サービスの提供が、技術的に確かで有用性が証明されているプロトコルやガイドラインに基づいて行
われるということ。理想的には、これらのプロトコルとガイドラインは、国や地域の状況に合わせ、関係当局
の承認が必要である。

なぜ重要なのか？
このようなツールを使用することで、ヘルスケア・プロバイダーは青少年の利用者に対応する際、最適な行動
を取れるようになる。

19. ヘルスケア・プロバイダーが、青少年の利用者に効果的に向き合うために十分な時間を注ぐことができること

どういう意味か？
ヘルスケア・プロバイダーが、青少年の利用者に効果的に対応するのに十分な時間を割くことができるという
こと。
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なぜ重要なのか？
これは 2 つの理由で重要である。1 つは、青少年がコミュニケーションが難しい、恥ずかしい、または恐れている、
そして本当の心配事について話すために十分な時間と励ましが必要な場合があるため。2 つ目は、ヘルスケア・
プロバイダー自身、利用者に効果的に対処するためには十分な時間を必要とするためである。

20. サービス提供場所が、必須のヘルス・サービスを提供するために必要な設備、製品、基本的なサービスを備え
ていること

どういう意味か？
ヘルス・サービスを提供する各拠点には、必要不可欠なヘルス・サービスを提供するために必要な設備、物資（医
薬品を含む）、基本的なサービス（水や衛生設備など）が用意されているということ。

なぜ重要なのか？
基本的な物資がなければ、ヘルス・サービスを効果的に提供することはできない。そのような状況でのヘルス・
サービスの提供は、青少年の健康を危険にさらす可能性さえある。
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ANNEX 2
付録 2

ユースフレンドリーなヘルス・サービスの特徴を確実に達成するための、国、地域、地区レベ
ルでの補完的な行動計画
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ユースフレンドリーなヘルス・

サービスの特徴

国レベルで取るべき行動 地域レベルで取るべき行動 地区レベルで取るべき行動

- 国家公務員は、法律や政策を見直

し、ヘルス・サービスの提供を制

限するような既存のものを修正する

- ヘルス・サービス提供拠点のマ

ネージャーに法律や政策を伝える。

- 国家公務員は、法律と政策を地域

レベルの関係職員に伝える。

- 地方公務員は、これらの法律や政

策に沿ったヘルス・サービス提供

拠点マネージャーのための手順の

策定をサポートする。

- 国家公務員は、差別防止の重要性

を地方公務員に伝える。

- 地方公務員が、ヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーに差別予

防の重要性を伝える。

- マネージャーは、サービス・プロ

バイダーや支援スタッフと協力

し、差別される可能性のある青少

年のグループを特定する。
- 国家公務員は研修資料や手引きの

中で、差別の防止が取り上げられ

るようにする。

- 地方公務員はヘルス・サービス提

供拠点のマネージャーと協力して

差別される可能性のある青少年の

グループを特定する。

- マネージャーは、予防の重要性を

伝える。

- 地方公務員は、ヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーに、差別

の発生に注意し、差別が発生した

場合は是正措置を取るよう奨励する。

- マネージャーは、差別の発生に注

意し、差別が発生した場合には、

是正措置を講じる。

- 国家公務員は、青少年に対するヘ

ルス・サービスの無料化または低

価格化を保証するために、法律と

政策を見直し、既存のものを修正

する。

- 国家公務員は、法律と政策を地域

レベルの関係職員に伝える。

- ヘルス・サービス提供拠点のマ

ネージャーに法律や政策を伝える

こと。

- 地方公務員は、これらの法律や政

策に沿ったヘルス・サービス提供

拠点のマネージャーのための手順

の策定をサポートする。

サービス提供拠点の受付時間が利

用しやすいこと

- 国家公務員が、この問題に対処す

るための地域的な行動（特定の

青少年グループのニーズに合わせ

て受付時間を変更するなど）の重

要性を伝える。

- 地方公務員が、この問題に対処す

るための地域的な行動（特定の青

少年グループのニーズに合わせて

受付時間を変更するなど）の重要

性を、ヘルス・サービス提供拠点

のマネージャーに伝える。

- マネージャーは、サービスプロバ

イダーや支援スタッフと協力し

て、特定の青少年グループのニー

ズを考慮して受付時間を変更でき

るかどうかを判断する。

ヘルス・サービス提供拠点がより公平にするための行動

スタッフが、すべての青少年の利

用者に、状況や地位、身分に関わ

らず、同じ気配りとリスペクトを

持って接せられるようにサポート

すること

ヘルス・サービス提供拠点をより利用しやすくするための行動

政策や手続きが、青少年にとって

ヘルス・サービスは無料もしくは

入手可能な価格であることを保証

していること

- マネージャーは、サービスプロバ

イダーや支援スタッフと協力し

て、手順が適用されていることを

確認する。

政策や方針、手続きがヘルス・

サービスの提供を制限しないこと

- マネージャーは、サービスプロバ

イダーや支援スタッフと協力し

て、手順が適用されていることを

確認する。

ヘルスケア・プロバイダーは、す

べての青少年の利用者に、状況や

地位、身分に関わらず、同じ気配

りとリスペクトをもって接すること
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ユースフレンドリーなヘルス・

サービスの特徴

国レベルで取るべき行動 地域レベルで取るべき行動 地区レベルで取るべき行動

- 地方公務員は、地域の青少年に

ヘルス・サービスや物資を提供す

るために、選ばれた大人や青少年

が参加できるアウトリーチ活動や

地域のNGOと協力することの重

要性を伝える。

- 地方公務員はヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーと協力し

て、どの青少年グループに、どこ

で、どんなヘルス・サービスや日

用品を届けるかについて特定す

- 地方公務員が、ヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーが秘密保

持に関する国の方針と、これらの

方針を実行に移すための手順を確

実に認識する。

- 国家公務員が以下のことを行う。

(i) サービス提供者が関連当局に報

告する必要のある出来事や状況

（性的暴行、交通事故、銃創な

ど）を明確に示す。

(ii) その他すべての状況におい

て、ヘルス・サービス提供拠点の

マネージャー、サービスプロバイ

ダー、支援スタッフは、青少年の

利用者の秘密保持が求められると

- 地方公務員が、これらの手続き

を適用することの重要性を伝え

いくつかのヘルス・サービスと保

健関連物資は、選ばれたコミュニ

ティの人々、アウトリーチ・ワー

カー、青少年自身によって、地域

の青少年に提供されること

- 国家公務員が、特定のヘルス・

サービス（例：妊婦ケアの一部）

と物資（例：鉄と葉酸の錠剤）

を、地域の特定の青少年グループ

に働きかけることの重要性を伝え

る。

ヘルス・サービス提供拠点をより受け入れやすくするための行動

政策や方針、手続きが利用者の秘

密保持を保証していること

- マネージャーは、選ばれたスタッ

フからアウトリーチ活動のための

時間を確保する。

- マネージャーとスタッフは、選

ばれた大人と青少年を巻き込ん

で、地域の青少年にヘルス・サー

ビスや物資を提供できる NGO 

を特定する。

- マネージャーが、サービスプロ

バイダーや支援スタッフと協力

し、彼ら全員が方針と推奨手続き

を認識していることを確認する。

- マネージャーが、推奨された手

順をヘルス・サービス提供拠点の

中で責任の所在を明確にした上

で、具体的に実行できるようにす

る。

ユースフレンドリーなヘルス・

サービスの特徴

国レベルで取るべき行動 地域レベルで取るべき行動 地区レベルで取るべき行動

- 地方公務員は、地域の青少年に

ヘルス・サービスや物資を提供す

るために、選ばれた大人や青少年

が参加できるアウトリーチ活動や

地域のNGOと協力することの重

要性を伝える。

- 地方公務員はヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーと協力し

て、どの青少年グループに、どこ

で、どんなヘルス・サービスや日

用品を届けるかについて特定す

- 地方公務員が、ヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーが秘密保

持に関する国の方針と、これらの

方針を実行に移すための手順を確

実に認識する。

(i) サービス提供者が関連当局に報

告する必要のある出来事や状況

（性的暴行、交通事故、銃創な

ど）を明確に示す。

(ii) その他すべての状況におい

て、ヘルス・サービス提供拠点の

マネージャー、サービスプロバイ

ダー、支援スタッフは、青少年の

利用者の秘密保持が求められると

- 地方公務員が、これらの手続き

を適用することの重要性を伝え

いくつかのヘルス・サービスと保

健関連物資は、選ばれたコミュニ

ティの人々、アウトリーチ・ワー

カー、青少年自身によって、地域

の青少年に提供されること

サービス（例：妊婦ケアの一部）

と物資（例：鉄と葉酸の錠剤）

を、地域の特定の青少年グループ

に働きかけることの重要性を伝え

る。

ヘルス・サービス提供拠点をより受け入れやすくするための行動

政策や方針、手続きが利用者の秘

密保持を保証していること

- マネージャーは、選ばれたスタッ

フからアウトリーチ活動のための

時間を確保する。

- マネージャーとスタッフは、選

ばれた大人と青少年を巻き込ん

で、地域の青少年にヘルス・サー

ビスや物資を提供できる NGO 

を特定する。

- マネージャーが、サービスプロ

バイダーや支援スタッフと協力

し、彼ら全員が方針と推奨手続き

を認識していることを確認する。

- マネージャーが、推奨された手

順をヘルス・サービス提供拠点の

中で責任の所在を明確にした上

で、具体的に実行できるようにす

る。

ユースフレンドリーなヘルス・

サービスの特徴

国レベルで取るべき行動 地域レベルで取るべき行動 地区レベルで取るべき行動

- 地方公務員は、地域の青少年に

ヘルス・サービスや物資を提供す

るために、選ばれた大人や青少年

が参加できるアウトリーチ活動や

地域のNGOと協力することの重

要性を伝える。

- 地方公務員はヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーと協力し

て、どの青少年グループに、どこ

で、どんなヘルス・サービスや日

用品を届けるかについて特定する。

- 地方公務員が、ヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーが秘密保

持に関する国の方針と、これらの

方針を実行に移すための手順を確

実に認識する。

(i) サービス提供者が関連当局に報

告する必要のある出来事や状況

（性的暴行、交通事故、銃創な

ど）を明確に示す。

(ii) その他すべての状況におい

て、ヘルス・サービス提供拠点の

マネージャー、サービスプロバイ

ダー、支援スタッフは、青少年の

利用者の秘密保持が求められると

- 地方公務員が、これらの手続き

を適用することの重要性を伝える。

いくつかのヘルス・サービスと保

健関連物資は、選ばれたコミュニ

ティの人々、アウトリーチ・ワー

カー、青少年自身によって、地域

の青少年に提供されること

サービス（例：妊婦ケアの一部）

と物資（例：鉄と葉酸の錠剤）

を、地域の特定の青少年グループ

に働きかけることの重要性を伝え

る。

ヘルス・サービス提供拠点をより受け入れやすくするための行動

政策や方針、手続きが利用者の秘

密保持を保証していること

- マネージャーは、選ばれたスタッ

フからアウトリーチ活動のための

時間を確保する。

- マネージャーとスタッフは、選

ばれた大人と青少年を巻き込ん

で、地域の青少年にヘルス・サー

ビスや物資を提供できる NGO 

を特定する。

- マネージャーが、サービスプロ

バイダーや支援スタッフと協力

し、彼ら全員が方針と推奨手続き

を認識していることを確認する。

- マネージャーが、推奨された手

順をヘルス・サービス提供拠点の

中で責任の所在を明確にした上

で、具体的に実行できるようにす

る。

伝える。

- 国家公務員は、ヘルス・サービ

ス提供拠点において、利用者に関

する情報が第三者に開示されず、

利用者の記録が安全に保管される

ことを保証するために従うべき明

確な手続きを示す。

- マネージャーが、サービス・プロ- 地方公務員が、視覚的側面、聴覚- 国家公務員が、登録時やサービス
バイダーや支援スタッフと協力し

て、リソースに制約がある現状の

中で、ヘルス・サービス提供拠点

において視覚的側面、聴覚的側面

の両方のプライバシーを確保する

ために何ができるかを決定する。

的側面からプライバシーを確保す

ることの重要性を伝え、ヘルス・

サービス提供拠点のマネージャー

がこれを確保するために行う必要

な修正をサポートする。

プロバイダーへの相談時に、視覚

的側面、聴覚的側面からプライバ

シーを確保するための行動の重要

性を伝える。

サービス提供拠点がプライバシー

を保証していること
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ユースフレンドリーなヘルス・

サービスの特徴

国レベルで取るべき行動 地域レベルで取るべき行動 地区レベルで取るべき行動

-国家公務員が、ヘルスケアプ

ロバイダーと支援スタッフの間

でこれらの特徴の重要性を伝え

る。

- 地方公務員は、ヘルス・サー

ビス提供拠点のマネージャー、

ヘルスケア・プロバイダー、支

援スタッフを教育/研修するた

めのワークショップを実施する。

- マネージャーは、ヘルスケ

ア・プロバイダーや支援スタッ

フに対して、ノン・ジャッジメ

ンタルで思いやりがあり、親し

みやすい態度で関わることの重

要性を伝える。
- 国家公務員が、これらの問題

が研修資料やハンドブックで扱

われていることを確認する。

- 地区担当者が、ヘルス・サー

に、ヘルスケア・プロバイダー

と支援スタッフがノン・ジャッ

ジメンタルで思いやりがあり、

親しみやすい態度で青少年と関

わることを支援するよう奨励す

る。また、必要に応じて是正措

置を講じる。

- マネージャーは、このような

違反に注意し、是正措置をとる。

- マネージャーは、サービスプ

ロバイダーや支援スタッフと協

力して、待ち時間をできるだけ

短くするためにできることを検

討する。

- マネージャーは、サービス・

プロバイダーと支援スタッフ

が、医療・社会支援提供者への

紹介の仕組みを理解し、適用す

ることを確実にする。

サービス提供拠点が魅力的で清

潔な環境であること

- 国家公務員がヘルス・サービ

スの提供拠点の魅力的で清潔な

環境にする取り組みの重要性を

伝える

-地区担当者が、魅力的で清潔

な環境にするために必要な行動

をとるよう、ヘルス・サービス

提供拠点のマネージャーに働き

かける。

-マネージャーは、サービス・

プロバイダーや支援スタッフと

協力して、ヘルス・サービス提

供拠点の環境（待合室に快適で

心地よい座席を用意するなど）

や清潔さ（トイレの清潔さや飲

料水を確保できるなど）を整え

る。

- 国家公務員が、情報/教育資

料を作成し、各地域に送付す

る。

- 地方公務員は、国家公務員や

NGOから入手した情報・教育

資料をヘルス・サービス提供拠

点に提供するよう手配する。

- 教育/情報資料が展示/配布さ

れるようマネージャーが確認す

る。

- 国家公務員は、青少年の健康

問題に取り組むNGOと連絡を

取り、彼らが作成した資料を地

区で展示・配布できないか検討

する。

- 地方公務員は、地域で活動す

るNGOと連絡を取り、彼らが

作成した資料をヘルス・サービ

ス提供拠点が展示・配布できな

いか検討する。

- 地方公務員から資料が入手で

きない場合でも、マネージャー

はサービスプロバイダーと協力

して、新聞や雑誌の切り抜き、

手作りの資料が展示されるよう

にする。

ヘルスケア・プロバイダーがノ

ン・ジャッジメンタルで、思い

やりがあり、親しみやすいこと

サービス提供拠点が、予約の有

無に関わらず短い待ち時間で診

療をうけられること、また(必

要に応じて)迅速な紹介を保証

すること

- 国家公務員が、待ち時間をでき

るだけ短くするための行動と、

紹介の仕組みがきちんと機能し

ていることの重要性を伝える。

- 地方公務員が地域のヘルス・

サービス提供拠点のマネー

ジャーと協力し、紹介の仕組み

を構築・強化する。

サービス提供拠点が様々な形式

で情報や教育を提供すること

ビス提供拠点のマネージャー
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50　ユースフレンドリーなヘルス・サービスの実現

ユースフレンドリーなヘルス・
サービスの特徴

国レベルで取るべき行動 地域レベルで取るべき行動 地区レベルで取るべき行動

-地方公務員はヘルス・サー

ビス提供拠点マネージャーに

この特性の重要性を伝える。

- 地方公務員はヘルス・サー

ビス提供拠点マネージャーが

ヘルス・サービス提供拠点で

提供される クリニック

（例：マタニティ・クリニッ

ク）を「分散」させ、待合室

での混雑やサービスプロバイ

ダーが患者を迅速に「対処」

しなければならないというプ

レッシャーを減らすようなス

タッフの配置を支援する。

- マネージャーはサービス・

プロバイダーや支援スタッフ

と協力して、ヘルス・サービ

ス提供拠点で提供される診療

の最適な分散方法を見極め、

受付時間を通して患者の負担

が分散されるようなスタッフ

の配置をする。

- マネージャーは、サービス

プロバイダーが各患者に十分

な時間を割けるように働きか

ける。

- - 国家公務員が、ヘルス・

サービス提供拠点が規定され

たヘルス・サービスのパッ

ケージを提供するために必要

な設備と物資のリストを作成

する。

- 国家公務員がこれらのリス

トを地方公務員に送付する。

- 国家公務員が、地方公務員

と協力して、規定のヘルス・

サービス・パッケージを提供

するために必要な設備や物資

の在庫を決定し、それらが予

定通り発送されるようにする。

- 

- 地方公務員がヘルス・サー

ビス提供拠点マネージャー

に、ヘルス・サービス提供拠

点が規定のヘルス・サービ

ス・パッケージを提供するた

めに必要な設備や物資のリス

トを渡す。

- 地方公務員はヘルス・サー

ビス提供拠点マネージャーと

協力して、月ごと／四半期ご

とに必要な設備と物資の量を

決定する。

- 地方公務員は、国家公務員

と協力して、地域が必要とす

る設備と物資を適宜入手する。

- 

マネージャーは、規定のヘ

ルス・サービス・パッケージ

を提供するために必要な設備

や物資のリストを手元に置く。

マネージャーは、サービ

ス・プロバイダーや支援ス

タッフと協力して、機器が適

切に配置されているか、物資

の在庫が十分かどうかを確認

するシステムを導入する。

マネージャーは、定期的に

設備の点検・修理を行い、物

資の十分な在庫を確保する。

ヘルスケア・プロバイダー

が、青少年の利用者に効果的

に向き合うために十分な時間

を注ぐことができること

- 国家機関がこの特性の重要

性を伝える。

サービス提供場所が、必須の

ヘルス・サービスを提供する

ために必要な設備、製品、基

本的なサービスを備えている

こと






